
（6）特定臨床研究に参加する場合（多施設：従たる研究機関の場合）
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更新

審査

①資料入手

●様式A（利益相反管理基準）

●様式B（関連企業報告書）

研究代表者 当院の研究責任医師 院長認定臨床研究審査

委員会

臨床薬理室

契約と院内提出書類の窓口は薬理室です。

②利益相反資料の作成

〈企業が製造販売する薬品等が対象研究の場

合/研究課題に関係企業等がある場合〉

●様式C（研究者利益相反自己申告書）

⑤資料の作成

●様式E（研究者利益相反自己申告書）

●院内書式4（分担医師氏名リスト）

⑩実施許可申請

●院内書式1（実施許可申請書）

●書式3（利益相反自己申告書）

●研究計画書

●同意説明文書

●審査結果通知書 etc

⑬研究代表者へ実施許可の報告

利益相反

管理確認

③資料提出

●様式C

●書式3

④資料入手

●様式D

（利益相反状況確

認報告書）

⑥資料提出

●様式E

●院内書式4

⑦申請

⑧承認

⑨承認確認

審査資料入手

●研究計画書

●実施計画

●同意説明文書

●審査結果通知書etc

実施許可⑪資料提出

●院内書式1

⑫資料受領

●実施許可

通知書

⑭ｊRCTでの公開確認

⑮研究開始


